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船舶事故調査報告書 

 

                               令和８年４月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年７月１５日 ００時００分頃 

発生場所 福岡県福岡市西戸
さ い と

崎東方沖 

 博多港端
は

島灯台から真方位０７５°２.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３９.１′ 東経１３０°２２.５′） 

事故の概要  遊漁船なら丸は、北東進中、錨泊中の土運船KT
ｹｰﾃｨｰ

-1502 に衝突した。 

 なら丸は、甲板員及び釣り客２人が負傷し、船首部外板の破損等を

生じ、また、KT-1502 は、右舷中央部に凹損を生じた。 

事故調査の経過  令和６年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 なら丸、１３トン 

   ２９０－６６８５２福岡、有限会社イトエン 

   １９.２６ｍ（Lr）×３.４８ｍ×１.３３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関（船内機）、５６９kＷ、令和３年１０月 

Ｂ 土運船 KT-1502、積載トン数 ２,７２０トン 

   なし、海洋開発興業株式会社 

６２.００ｍ×１５.００ｍ×５.００ｍ、鋼 

   機関なし 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２１年１月６日 

    免許証交付日 令和６年３月２７日 

           （令和１１年４月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（甲板員）、軽傷 ２人（釣り客） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に圧損 

Ｂ 右舷中央部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南東、風速 約３m/s、視程 約５０ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ 

福岡市には、７月１３日１８時０２分大雨注意報が発表され、本事

故当時も継続中であった。 



- 2 - 

 事故の経過 Ａ船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、釣り客８人を乗せ、令和

６年７月１４日１８時００分頃、福岡県福岡市博多港アイランドシ

ティ所在の係留地を出航した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

            写真１ Ａ船     （船長提供） 

 

船長は、玄界島北北西方約７Ｍの浅瀬付近で１９時００分頃から遊

漁した後、雨が強くなってきたので遊漁を終え、２３時００分頃に帰

航を開始した。 

Ａ船は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、船長がＧＰＳ

プロッター画面上の出航時に通った自船の航跡を辿
たど

りながら、約１８

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で博多港に向かった。 

船長は、２３時４０分頃、博多港中央航路入口付近で雨が激しくな

り視界が悪化してきたので、Ａ船を約１３kn に減速させ、レーダー

を０.７５Ｍ表示に切り替え、甲板員を操舵室内で目視による船首方

の見張りに当たらせた。 

船長は、レーダーを０.７５Ｍ表示に切り替えた際、ゲイン等の調

整を行ったものの、激しい雨の反射によってＢ船の映像を確認するこ

とができなかった。 

Ａ船は、博多港中央航路から同港東航路を航行し、更に雨が激しく

なり視程が約５０ｍまで悪化した中、西戸崎南方で東航路を出て、ア

イランドシティ北側の水路に向けて北東進した。 

船長は、１５日００時００分頃、西戸崎東北東方約１,５００ｍの

地点で、船首方至近に錨泊しているＢ船に気付いたものの、どうする

こともできず、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

（図１ 参照） 
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図１ 事故発生場所概略図 

 

甲板員及びキャビン内で休憩していた釣り客２人は、衝撃を受けて

負傷した。 

船長は、乗船者の負傷状況を確認するとともに、Ａ船が自力航行可

能であることを確認した。Ａ船は、約６kn の速力で帰航を再開し、

００時３０分頃に係留地に戻った。 

船長は、１１９番通報して救急車を要請するとともに、本事故の発

生を１１８番通報した。 

負傷した甲板員及び釣り客２人は、救急車で病院に搬送され、甲板

員が左肩甲骨骨折及び左肋
ろっ

骨骨折、釣り客１人が頭部切り傷と左足首

捻挫、他の釣り客１人が頭部打撲とそれぞれ診断された。 

Ｂ船は、作業に備え大阪港から博多港にえい
．．

航された後、７月１４

日２３時００分頃、本事故発生場所付近で、船体の四隅にそれぞれ１

個（計４個）の白色点滅灯を点灯し、無人の状態で錨泊を開始した。
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（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船   （海上保安庁提供） 

 

 その他の事項 海上衝突予防法では、あらゆる視界の状態における船舶の航法とし

て、安全な速力について、以下のとおり規定されている。 

第６条 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効

な動作をとること又はその時の状況に適した距離で停止するこ

とができるように、常時安全な速力で航行しなければならな

い。この場合において、その速力の決定に当たっては、特に次

に掲げる事項（レーダーを使用していない船舶にあっては、第

１号から第６号までに掲げる事項）を考慮しなければならな

い。 

一 視界の状態 

二～六 （略） 

七 自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界 

八 使用しているレーダーレンジによる制約 

九 海象、気象その他の干渉原因がレーダーによる探知に与え

る影響 

十～十二 （略） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

(1) 本事故発生時、激しい雨によって視程が約５０ｍとなっていた

ことから、視界が著しく制限された状態であったものと考えられ

る。 

(2) Ｂ船は、無人の状態で錨泊中、船体の四隅に白色点滅灯を点灯

していたものの、激しい雨によってＡ船から早めに視認すること

が困難な状況であったものと考えられる。 

(3) Ａ船は、レーダーを作動させていたが、激しい雨によってレー

ダー映像に雨によるエコーが多数表示されていたことから、船長

がレーダーのゲイン等の調整を行ったものの、港内の停泊船等を
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識別しにくい状況であったものと考えられる。一方で、Ｂ船は、

箱形の船型や大きさから、レーダーエコーが強かったものと考え

られるが、雨によるエコーの影響が大きく、船長はＢ船を識別す

ることが困難な状況であったものと考えられる。 

(4) Ａ船は、視程が約５０ｍの状況下、衝突前の速力が約１３kn で

あったことから、至近で認知した錨泊中のＢ船を避ける時間的な

余裕がなかったものと考えられる。 

(5) (1)～(4)から、Ａ船は、激しい雨によって視程が約５０ｍの状

況下、船長が、目視及びレーダーによる見張りが困難であったも

のの、安全な速力まで減速させなかったことから、錨泊中のＢ船

を至近となるまで認知することができず、避航動作をとることが

できないまま、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、激しい雨によって視界が制限された状況下、Ａ船が北東

進中、船長が、安全な速力まで減速させなかったため、至近となるま

で錨泊中のＢ船に気付くことができず、避航動作をとることができな

いまま、Ａ船がＢ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、激しい雨等で視界が制限される場合、レーダー映像が明

確に表示されない場合もあることを考慮し、直ちに停止できる安

全な速力で航行すること。 

 

 


